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【開催日】 平成２８年３月２２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後３時～午後５時４分 

【出席委員】 
 

委 員 長 伊 藤   實 副委員長 小 野   泰 

委 員 岡 山   明 委 員 河 野 朋 子 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 下 瀬 俊 夫 

委 員 中 村 博 行 委 員 松 尾 数 則 

委 員 矢 田 松 夫   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

議  長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【執行部出席者】  
 

総務部長 中 村   聡 総合政策部長 芳 司 修 重 

総合政策部次長兼企画課長 川 地   諭 企画課主査 河 田 圭 司 

企画課企画係長 杉 山 洋 子 企画課行革推進係長 別 府 隆 行 

財政課長 篠 原 正 裕 財政課主査兼財政係長 山 本   玄 

市民生活部長 小 野   信 健康福祉部長 河 合 久 雄 

産業振興部長 姫 井   昌 建設部長 佐 村 良 文 

成長戦略室長 大 田   宏 教育長  江 澤 正 思 

教育部長 今 本 史 郎 教育総務課長 尾 山 邦 彦 

社会教育課長 和 西 禎 行   

 

【事務局出席者】 
 

局 長 古 川 博 三 局 次 長 清 水   保 

 

【審査事項】 

１ 議案第１５号 平成２８年度山陽小野田市一般会計予算について 

 

午後３時 開会 

 

伊藤實委員長 一般会計予算決算常任委員会を開催します。それでは、本日は

白井市長に出席を求め、審査に入りますが、今回の埴生地区複合施設に
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ついて論点を集中して審査しているわけですが、先日の委員会で埴生地

区の複合施設が老朽化しているということで、その複合施設を建設する

ことについては、委員会全会一致でそうすべきだという見解です。また、

執行部がその複合施設の建設用地として、青年の家という最初の提案に

ついても異論はないということは一致しているわけですが、そうした中

で今回埴生地区の複合施設の建設費について、当初の執行部の提案の青

年の家用地から埴生中用地に変更した明確な理由、そして決定過程につ

いて、市長の意見をお伺いしたいということで、本日出席をしていただ

きましたので、白井市長から明快な答弁をお願いします。 

 

白井市長 まずその前に部内の、特に執行部内の意思決定機関、庁議ではどう

なっているのか、部長会議ではどうなっているのかという指摘があるや

に聞きます。全部市役所内での職員が持ってくる情報なので、そういう

ふうな点について議会で指摘する議員もいらっしゃると聞きます。行政

権は市においては市長に専属的に帰属しております。一人で全部の仕事

ができませんから、規則でもって事務委任という形で職務の代理執行を

お願いしております。庁議あるいは部長会議、部間連絡調整会議という

ものもあるにはあるんですが、それは市長が意思を決定するについて部

長クラスすなわち経験豊富な皆さん方の意見を聞きたいということでし

て、そこに記録が載ってないじゃないか、それは口頭で聞くか、あるい

は口頭で意見交換し合ったんだろうと思います。それが一つと、もう一

つは先ほど出ております青年の家、これは埴生地区の公共施設の再編に

当たっては１０年前に作りました第１次の総合計画の中で青年の家周辺

というふうに明示されているというふうなことをどなたかの議員のブロ

グに載っているそうです。これも出てきて聞いた話なので、どの議員か

は彼も伏せました。しかしそれは総合計画を持ってきておりますし、探

しましたけど、どこにも載っておりません。そういう誤った情報を市民

に流しちゃいけないと思うんです。それから次です。実は埴生地区には

二つの問題があると思っていました。一つは山陽小野田市内の１８の小

中学校の中で耐震工事をしてないのは埴生小学校だけなんです。で何と

かしなくちゃいけないとかねてすごく気にしていましたけれども、今回

その問題に直面しました。それから、青年の家の周辺、広い運動広場も

あります。体育館もあります。場所としてはうってつけの所です。私た

ち内部も最初それしか考えませんでした。ですから埴生の問題といえば

小学校の耐震工事の問題だけだろうなというふうなつもりで、ですから

その辺りは恐らく総合政策部長のほうからも前回ここで皆さん方に御説

明したとおりだろうと思います。ところが現実の問題として最初は高潮
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の潮位といいますか水位の問題ぐらいで済んだんですが、だんだん時間

がたつうちに四国沖の南海トラフの津波の影響はどの程度あるのかとい

うふうなところまでずっと数字が変わってきまして、より深刻な状況に

追い込まれて、１９０号線から海側、すなわち青年の家周辺ですね。あ

そこには公共施設、例えば公民館で人が集まっているとか、支所に人が

詰めているとかそういうふうなことが考えられる公共施設は向こうには

絶対に建ててくれるなという方向で、中には違う人もいたかもしれませ

ん。しかし私はもともと青年の家周辺でと考えていたほうなんですけれ

ども、それでもそれを嫌う人が圧倒的に多かったと。ですからあえて言

えば私は机の上で仕事をしています。しかし、現場の人たちは津波の恐

ろしさについてやっぱり違うんだなということを感じました。確かに東

日本大震災のときの津波の水の強さ、それから押す強さもあれば引くと

きの根こそぎ柱を総倒しにしていくというあの水の脅威、あれをテレビ

で見て初めて津波の怖さというものを私も知りましたし、多くの市民の

方も知ったんだろうと思うんです。ですからその危険のある所には絶対

嫌だというふうな人たちが集まった皆さん方の大半であったというふう

に認識しています。ですからこれは結局頭の中だけで知っている、それ

を無理強いすべきじゃないと。もともと無理強いする考えは何もありま

せんで、あの辺りに決まるものとしてそのつもりで出掛けていったとこ

ろ、そうじゃないというふうな方向に変わっていって、最終的にはどう

なるのかと、埴生中学校の横の１９０号線との間だと。実は率直のとこ

ろすごく違和感がありました。そんなところに支所、それから公民館、

児童クラブを建てるスペースがあるんだろうかと。地域の皆さんが納得

するんだろうかと。違和感があったんですが、じゃあほかにどこに場所

があるのかというとほかにないんですよね。ずっと探してもないんです。

私としては提案はしましたけれども、適当にここに場所があるじゃない

かということであれば、いつでも変えさせていただきます、合併特例債

に間に合う工事期間中であれば。ただ時間がたつに連れて今の国の財政

がだんだん厳しくなってきておりまして、余談のようで関連するんです

けれども、給食センター１年遅れたために国の補助金がなくなりました。

私が東京に出張したついでに文部科学省に寄って担当の課長に会って、

粘り強く要望を続けたんですけれども、「市長そんなにどうしても補助金

が欲しいと言われるなら事業をちょっと延ばしてください。１年たてば

事業を延期し、執行しなかったという補助金の返還が必ずあります。全

国的にも数千万円はあると思うから、どうしても補助金がほしいという

なら事業を待ってください」とまず言われました。そういう状態ですか

ら、今の青年の家周辺にという私たちのもくろみも崩れて、埴生中学校
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の横の、言ってみれば狭い所です。その狭い所で大丈夫かなというふう

なそんな不安が全くないわけではありませんけれども、場所がないもの

ですから、支所を２階建て、３階建て、今の位置でしてくれとか、今の

位置で公民館をもう１階上げてくれとかそんな意見しか出ないんです。

そんなことで最終的には出席した皆さん方がだんだんそれもやむを得な

いのかなという形でまとまっていったというのが真相だというふうに私

は認識しています。 

 

伊藤實委員長 それでは市長から青年の家用地から埴生中用地に変更した理由

ということで答弁がありましたので、委員からの質疑を受けます。 

 

矢田松夫委員 ３月１８日に第１０回の意見交換会で埴生地区の将来像につい

て資料を地元住民の方に配布をされました。その中では明確に埴生地区

の将来像については現在の青年の家に公民館を含めた統合の公共施設を

建てると説明されているんですよね。これについてはどうなんですか。 

 

白井市長 よく記憶はありませんが、青年の家を中心にして、しかも埴生地区

は山陽小野田市の中で地域交流拠点の一つとして位置付けられ、多くの

よそからお客さんが山陽小野田市にいらっしゃって、あそこでひと時を

過ごす。そして自然のすばらしさ、その他山陽小野田市のいろんな良さ

を感じてもらって帰ってもらうという、そういう施設を造ることが予定

されている場所であるというふうに考えています。ですから内輪の公民

館、支所だけの問題じゃないと思っていますが、しかしちょっと関連す

るかどうか、支所を動かすこと自体大変なことなんです、埴生は。埴生

はごく近い埴生中学校の横だったから、あそこまで動かせることができ

ただけでして、それこそ青年の家に支所を動かそうということになった

ら埴生の市民皆が反対します。 

 

矢田松夫委員 ２点目は、市長は「危険な危険な」ということでありましたけ

れど、芳司部長のほうは危険だけではないと、こういう回答をされてい

ます。埴生の小中連携も含めた今回青年の家から埴生中学校の下の民有

地を購入すると、こういうふうに言われたけれど、実際どうなんですか。 

 

白井市長 耐震工事を済ませてないのは埴生小学校だけで、その前に耐震工事

だけで済むのか、耐震工事をしても所詮数年寿命を長引かせるだけにと

どまる、言ってみれば無駄使いなのかという問題がありまして、耐力度

調査をしました。その調査の結果、ごく一部はもうしばらく大丈夫だけ
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れども、ほとんどはもう駄目ですということで取り壊すことになりまし

た。しかし取り壊した後、私は小学校をあそこに建て直しても何の問題

もないと考えております。よもや埴生中学校のほうに移るとは思ってい

ませんでした。 

 

松尾数則委員 意見交換会に何回か参加させていただきました。その中で白井

市長自ら青年の家付近、つまり１９０号線から東側ですね、あそこは防

災上例えば市民病院、市役所と同程度の安全だという説明をされた。そ

れもちゃんと聞いているんですが、その辺の流れは少し変わったわけで

すか、やっぱり。 

 

白井市長 市民病院それから市役所と比較して、それは私たち低いところに住

んでいるということは言いました。例えば私の自宅の海抜についても披

露しました。要するに有帆川満潮時には私の家の２階辺りまでの高さで

水が流れていますということも言いました。だからどうだって言うんで

す。 

 

松尾数則委員 いえ、１９０号線から東側、この道路には大勢の人が生活され

ているんです。山陽小野田市の大命題であります安心安全。基本的には

その辺の住民を守ることのほうが先じゃないんでしょうか。 

 

白井市長 だから１９０号線の海側は、建てることについてはもうちょっと待

ったわけです。 

 

松尾数則委員 それで残された住民はどうされるんでしょうか。あそこで大勢

の人が生活されているんですよ。それを防ぐのが市としての行政として

の仕事じゃないかなと思っていますけど。 

 

白井市長 糸根神社並びにその周辺の従前からの埴生のまちは１９０号線より

全部海側です。しかし今度は新たに公共施設を再編整備するに当たって、

津波の心配が予想されるにも関わらず、あえてそれに挑戦するだけの勇

気は私にはありません。 

 

笹木慶之委員 私のほうから少し確認を含めながら、もう一度整理してみたい

と思うんですが、先ほど市長は一番、私はいつも言っていますけれども

市の政策はやはり総合計画が中心で、いわゆる計画行政の推進ですね。

その総合計画の下部のいわゆる例えば都市計画のマスタープラン、この
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辺りがまちづくりの方向性を示していると思うんですが、先ほど言われ

ましたように、このマスタープランを作ったときに私はもう在職してい

なかったので途中で辞めましたから、これそのものが頭によく入ってい

なかったんです。総合計画は教育文化のところに書いてありますように

学校といわゆる社会教育と学校教育を連携させたということが明記され

ています。それはそれとして、実はこの計画のマスタープラン８０ペー

ジに書いてあるんですが、この埴生のまちづくりの概念として埴生駅を

中心として、これは長年山陽町時代から実行してきました埴生の停車場

線ですね、これが埴生の縦の軸になっていたわけです。それから国道を

結ぶ。もう一本はバイパスができました。このマスタープランを見てみ

ますと、やはり南北に走っている埴生停車場を中心として東側の地域が

地域交流拠点と位置付けられている。西側は観光資源、レクリエーショ

ン拠点となっています。市街地形成は埴生の場合には今の埴生駅の停車

場線を中心とした東側の地点。これが埴生の地域交流拠点としてマスタ

ープランで定められています。ということは、先ほど市長がおっしゃっ

たように頭の中で考えられたことと実践で話をしていかれた中で、そこ

に少し食い違いがあったということで訂正されたといいますか、そうい

う形であるということ、私はそのように認識しているんですが、それは

それとして一つ置いておきます。それから２点目のやっぱり地元の関係

者の意見の合意というところ、これが以前から委員会で問題になってい

ますが、１４回にわたってしっかり意見を聞かれました。その市長の思

いが途中で変わったということはいわゆる机上の計画と現場の声、そこ

において多少のギャップがあったから修正を掛けられた。そういうふう

に認識していいんですね。ですから、それがそのことのほうよりベター

だということで理解されたと。それから３点目は防災上の配慮。防災上

は実は私は平成１１年の高潮対策のときに実際最前線で対応しましたの

で、その怖さはよく知っています。理屈ではない怖さをいまだに忘れる

ことができません。先ほど南海トラフの関係で出ましたが、これも未知

数の問題ではありますが、やはり危険であるということに対する怖さと

いうか、これは私個人じゃないと分からない部分がありますが、非常に

怖い思いをしたことからより安全であるということを望むということは

私は大事なことではないかなと一層思います。それから４点目は。 

 

伊藤實委員長 質問は一つ一つしてください。 

 

笹木慶之委員 まとめて言います。効果的な財政運営といいますか、先ほど言

いましたようにタイムリーでないとそれが対応できないということをお
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っしゃいました。一応市長の今の議案提出についての判断は今私はその

ように理解しましたが、それが全てと理解してよろしいですか。 

 

白井市長 異論はありません。 

 

矢田松夫委員 地元の声の怖さを市長も一つその判断材料に入れたと言われま

したけれど、もう一つその怖さの判断材料の中で専門的な知見の意見を

市の部課長が来られて説明をされました。それは想定される高潮津波に

ついては護岸整備をしましたよと、想定されてですね。もう想定外の水

害被害については手の打ちようがないと。これはもう市の予算でやって

くれと。そしたら莫大なお金も掛かると。ですから、取りあえずは想定

される事業についてやったという、この専門的な意見と地元の怖さの意

見とどのように整理していくのかというと、私はやっぱり専門的な意見

をまずは尊重すると思うんですが、いかがでしょうか。 

 

白井市長 矢田委員は、花の海の更に海側、ずっと広がっている護岸が少しず

つ少しずつかさ上げしていってというのが順調に全部工事が進んでいる

という御認識でしょうか。私の認識によれば１年に１０メートル単位ぐ

らいでずっと進んでいくんです。大きい穴といいますか、まだふさがれ

ていない部分があるんです。しかし、いつ地震が起こるか分かりません。

そのことを考えるとのんびりしたことよりも取りあえずどうすべきかと

いうふうに対応すべきだと考えました。 

 

岡山明委員 確認させてもらいます。執行部のほうからこの事業に対して、ベ

ストではなくてベターと。最高ではなくて最適の形の検討をしたと。形

はこういう形、ベターな形と。それで市長にお伺いしたいんですけど、

何をもって合意と言うんですか。市民の住民の合意が図られたという認

識は、市長、どこで持たれたのかそれをお聞きしたいのですが。 

 

白井市長 合意の点についても、この委員会で争点の一つになっているという

ふうに聞きます。合意、埴生は５,０００人ぐらい住んでいらっしゃって、

全体に出てきたのがせいぜい何百人じゃないかという。それからそのぐ

らいの数じゃ、人口比で問題にならないよというふうに見るのか、それ

とも毎回きちんと案内を出し、特に小中学校には児童生徒を介してその

都度先生方がこの案内をお父さんお母さんに渡すようにというふうな指

導をしながら、毎月第三水曜日、これを変えますとまたいつだったかね

と難しい問題が起こるものですから、終始一貫して毎月第三水曜日の午
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後７時からというふうに決めました。それで集まってきたのは御存じの

ような人数です。十分な人数だったのか不十分だったのかは分かりませ

ん。しかし大体そのぐらいの数の人たちが熱心に自分たちのまちの問題

を考えてくれました。随分回数が多かったですけども、全般はまちの問

題全域について、まち全域についていろいろな問題、総論として議論し

てもらいましたけど、こんなにまじめに考えている人たちがこれほどい

るのかとびっくりするくらいでした。１回目、２回目、３回目って最初

から出席された議員の方は同じような思いをされたと思うんです。とか

く埴生は小野田があり、厚狭があり遠く埴生が西の端にあるというふう

な認識でしたけど、とんでもない。こんなにまじめに考えている人たち

がこれだけいるのかと驚きました。その延長です。ですから人数が多か

ったか少なかったかはそれは私は皆さん方の住民の合意がどの辺にある

かということと数字だけを突き合わせてうんぬんはできないというふう

に考えております。 

 

下瀬俊夫委員 災害対策の問題を要素として青年の家から埴生中の前に移動さ

せたと言われています。かつて市民病院の議論のときにいわゆるゼロメ

ートルのあの地帯に対するいろいろな災害の危険に対する意見が議会か

らも出たわけですが、そのときの執行側の答弁の中に、山手に行けば山

崩れが起こるじゃないか。確かに水害の可能性もあると。どこに行った

って危険性はついて回るんだとこういう言い方をされて、結局現在地に

造られたわけですね。例えば埴生干拓の問題で言えば、農林水産の担当

が現地の説明会で今回のかさ上げによってかなりの部分大丈夫だという

ふうに説明しているんですね。行政によって対応が違ってくるという、

この事態ですよね。私はやはり災害に対するダブルスタンダード、基準

が幾つもあるのではないかと市民が受け取ってしまう。こういう現状に

ついてどう考えておられますか。 

 

白井市長 おっしゃることにはもっともな点があります。それは数字がどんど

ん厳しくなってきたことです。このわずか１年半、２年の間に当初私た

ちは四国沖の南海トラフの影響は山陽小野田市にはないと思っていまし

た。いつの間にか、もろにあるんだと。あると言ったって、高潮被害の

ほうが水位も上がり、かつ被害の程度も大きくなるんじゃないかと。最

初この件についての出席者の皆さん方の中での強調された意見もそうで

した。重要なのは高潮の際にどのぐらい水位が上がるのかと、そちらの

ほうが重要だということでしたけど、しかし、県が相次いで南海トラフ

による瀬戸内沿岸部の潮位について発表するにつれてどんどん、皆さん
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に緊張感を持たせるためということもあるのかもしれません。客観的な

資料だけじゃないのかもしれませんけれども、少なくとも公表されるも

のはどんどんどんどん水位が上がってくるんです。皆さんの恐怖感がど

んどん変わってきました。ですからかつてこうだったと言われても今は

全然違うというふうに考えています。 

 

下瀬俊夫委員 例えば給食センターの場所でもそうですよね。あそこだってや

っぱりゼロメートルで、いわゆる雨によってはあの道路が冠水するとい

う指摘をずっと議会からもしていましたよね。だからあの場所に造るこ

とに対する懸念もかなり意見として出ていました。そういうことも含め

てまだできているわけじゃないんですが、片方ではそういうことで実際

に進めながら、もう片方ではいろいろな懸念が指摘されて移動されると

いう、ここにダブルスタンダードがあるんじゃないかという指摘をせざ

るを得ないわけですけどね。 

 

白井市長 山陽小野田市の行政権は私に帰属していますから、行政に関する全

責任は私一人が取るのは当然ですけれども、ただ客観的資料といいます

か、南海トラフの怖さというのは数年で２倍、それ以上になってきたん

です。その辺の大きい違いがあるということも是非知っていただきたい

というのが一つ。もう一つは実はもうお辞めになりましたけども、副市

長の山縣さんが厚狭の公共施設の再編を自分が頑張るから、市長は埴生

のほうをよろしくねということでお互いに分担し合っていました。厚狭

の複合施設については幾つか問題点を残しながらも、一応形は完成しま

した。次はいよいよ自分の番だということで、いざこの１９０号線の青

年の家周辺の地震災害、その津波の数字を実際に自分が聞いて、かつ、

また出席した皆さん方の反応を見て、やはり机上の仕事と現実にこの近

くに住んでいる人たちとのその怖さ、認識の違い、恐怖感の違いは全然

違うんだなというふうに、それを痛感しました。だから最初企画課と一

緒になって青年の家周辺で決まりですねというふうな感じで出席した、

そのこと自体非常に自分が甘かったということをその場で痛感しました。 

 

伊藤實委員長 市長、今の下瀬委員の質疑に答えていませんが。給食センター

の関係。 

 

白井市長 ですから、あえて言うならば、いろいろな行政は場当たりでされて

いるんだなと総括して言えばそうですね。というのは結局、先ほど言い

ました給食センターも１年遅れただけで補助金カット、ゼロとこんな現
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実ですから。 

 

伊藤實委員長 下瀬委員の質疑はそのような災害うんぬんで、それだけこの１、

２年の間にその辺の津波等の被害想定が大きくなったという理由であれ

ば、給食センターはまだ建設に入っていないわけですよ。そうなってく

るとそちらも見直すべきではないかというような含みの意見ではないか

と思うんですが。 

 

江澤教育長 給食センターの災害における危険性について、少し今までも言っ

ていましたが、まず住民が避難する場所、集まるところではないという

こと。次に道路が冠水したときには給食自体が他の学校に通う子供たち

も多分休校とかいろいろな措置になるでしょうから給食を作るというこ

ともないであろうということ。そういうところから一般の避難場所とな

り得る施設とは違う考え方で給食センターの位置又はその災害における

危険性について考えたほうがいいんじゃないかと教育委員会では考えて

おります。 

 

下瀬俊夫委員 そういうふうに言われると、津波なんていつ起こるか分からん

じゃないですか。そこに公共施設を造ることに対するこれまでの主張の

違和感を指摘したわけですよね。だから、例えばゼロメートルのところ

に市民病院を造るという、この危険性については、じゃあ市民がけがを

したときに市民病院に搬送できないじゃないかという意見もあったわけ

でしょ。ところがそのときに出てきた意見は、市民病院は入院患者のた

めにあるんだという言い方をされたんですよ。市民は助けられないんで

す。だから例えば市民病院の中には被災された市民をトリアージュする

ような施設は何もないんです。トリアージュというのは被災の状況に応

じて患者を区別する色分けをするという一番大事な機関がトリアージュ

の機関なんですよ。それが今の病院にはないんですよ。おかしいでしょ。

市民が被災しているんですよ。それに対して市民病院が何も対応できな

いのかと。重要な疑問じゃないですか。そういうことをあえて押し切っ

て今のところに建てられたわけでしょ。そのときも同じように給食セン

ターの話もそういうふうにされたんです。１メートルかさ上げするから

大丈夫だと。孤立した場合はいわゆる給食はないんだということまで話

をされたじゃないですか。そういうところになぜ持っていくのかという

話をしているわけでしょ。 

 

江澤教育長 公共施設というものはいろいろな性格がそれぞれいろいろ違って
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いると思います。給食センターの所と今度埴生のそういうふうな、多く

の住民が集まる所、避難場所となりうる所として給食センターは違うと

いうことを私は申し上げたわけです。 

 

白井市長 埴生支所、公民館、併せて児童クラブも造ろうということで、その

構想は良かったんですが、造る土地がない、適当な場所がないというこ

とで思いがけないことに１９０号線と埴生中学校の間のスペースを利用

して、そうすれば中学校とそこに今度は小学校も持って行ってスクール

ゾーンのようなものを造れば、児童クラブも隣接する敷地という要件を

満たすということから、公共施設、複合化した施設をあそこに造ろうと

しているわけですけども、最初に申し上げたとおりベストとは全然考え

ておりません。ですから皆さん方がほかにあるじゃないかという適当な

場所をおっしゃっていただければ、そこでもう一回設計を作り直しても

らいます。 

 

矢田松夫委員 先ほどの市長の行政は場当たり的なこともあるというこの回答

をいただきましたが、まさに芳司部長が言われたように今回の青年の家

から埴生の中学校前に公共施設を持っていくということについての、今

回についてはという回答をいただきました。以前ですね。ということは

次回は青年の家の再利用はあり得るとこういうふうに解釈するのが普通

なんですが、いわゆる第一次総合計画に即した都市計画のマスタープラ

ンができました。これはころころ変えていいものなのかどうなのか、計

画を。市長はいわゆる総合計画の経営、最高責任者という方であるにも

関わらず、この度は変えたけど次回は変えないというような回答が本当

に正しいかどうなのか。それはどうなんでしょうか。 

 

白井市長 時の流れのテンポがものすごく速くなっています。７年、８年、９

年たつとがらっと変わってきます。その中でかつて１０年前に決めたじ

ゃないかとそれに固執されるとそのあとは手が出せません。 

 

矢田松夫委員 １０年前の話をするなと言われてもその資料をこのときに出さ

れたんですよ。この資料に基づいて埴生の地域住民の方に。こういうふ

うに行きますがどうでしょうかと埴生地区の将来図を昨年の３月１８日

ですよ。つい１年前に出されたんですよね。そのときに言えば良かった

ですよね。１０年前の資料ですからと言って。 

 

白井市長 だから青年の家を中心にして私たち構想を練って案を作ったわけで
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す。ところが実情は南海トラフによる地震の津波なんていつ頃出てきた

話ですか。１０年前にはなかったですよそんな話は。だから事情が大き

く変わってきたんです。 

 

芳司総合政策部長 先ほど笹木委員からもありましたけど、総合計画であると

か都市マスタープランにおいてはＪＲ埴生駅から埴生市街地周辺、これ

を中心としてやっていくという記載になっていると思います。これがこ

ろころ変わっているわけでは決してありませんが、２３年度に厚狭も含

めて山陽地区の公共施設の再編の検討をして、その中で埴生においては

青年の家を活用していくほうがいいんじゃないかという案が出てきまし

たので、それを持って地元にその提案というか説明をさせていただいた

わけです。当然都市マスとは若干違う位置関係になりますので、地元へ

きちんと説明をして了解をいただくというのは大前提ですので、その辺

りの説明をしたわけですけれど、特に場所の移転、恐らくこのときはそ

うだったんだと思うんですが、約１キロも西側に移るということに対す

る反発というか反対が相次いだということでかなり長期化したというこ

とがあります。それで１年前の３月に改めてもう一度その辺を整理させ

ていただいた上で地元に提案をしたわけですけれど、やはり移転である

とか、加えて自然災害に対する不安感、こういったことがあって青年の

家の敷地を活用しようということについては地元の了解を得られないと

いうことで、ではほかにどこがあるかということで地元からも提案があ

ったわけですけれど、埴生中の隣接地はどうだろうかということでそち

らのほうを更に検討を深めて現在その方向にまとまったということです。 

 

下瀬俊夫委員 これはほかの議員も言いましたが、やはり行政の継続性という

のがやはり大事だと思うんですね。だから都市計画マスタープランを変

更するのであれば当然それはしかるべき機関できちんと決定する手続が

要るんじゃないかというのがここの議論だったわけですよ。だからそれ

は庁議であり、部間調整会議であり、どこかできちんと変更するなら変

更するという手続が必要じゃないかと。庁議や部間調整会議の会議録に

ついて青年の家をいつ変更したのかというそれを証明するものを出して

ほしいと言ったんですが、実はどこにもなかったんです、それが。それ

は行政の継続性という点で大変まずいんじゃないかという話をしました。

先ほど市長から若干それに対する触れた答弁がありましたが、やはり基

本計画というのはそんなもんじゃないかなと思うんですけどね。 

 

芳司総合政策部長 埴生中の隣接地は、現在の埴生支所、埴生公民館に極めて
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近い場所ということで、そういった意味では総合計画であるとか都市マ

スから大きくかけ離れた変更があったということではありません。ただ、

例えば都市マスを作るときでも地元に対して、まずいろいろな説明をす

る。それからワークショップ等でいろいろな御意見を聞く。その上でこ

の都市マスというのはできているわけです。仮にそれを変更すると、今

回であれば青年の家を活用したい、もしそれをやるということであれば

地元の意見もいただきながら変更していくという手続になろうかと思っ

ていますが、それをやったところがいろいろな反対意見があったという

ことで、そういった意味では結果論ではありますけれど、現在の案とい

うのは都市マス等のままということですので、計画からの大きな変更は

ありません。現在の支所、公民館が地域交流拠点ということで位置付け

られていますので、計画の変更等はありません。それともう一点、先ほ

ど市長の場当たり的なという発言もありましたけれど、確かにそう見ら

れる向きもあるかとは思いますけれど、一方で時代の変遷というものも

あります。行政とすればそのときそのときで、できるだけ最適な選択を

していくということですので、給食センターであるとか市民病院等もあ

りましたけれど、そのときそのときの最適な選択をされたと捉えていま

すし、今回の埴生地区の再編についても現段階で最適な選択であると考

えています。 

 

中村博行委員 先ほど市長から今よりもっと適切な場所があれば変更も可能で

すよというお話がありました。しかしながらスケジュールを見ましても

非常にタイトであると。また、大型の建設工事、事業も目白押しという

か次から次へとある状況で、実際にこの計画を変更するとして、いつま

でというような期限が切れますか。合併特例債を活用する中で、ほぼこ

れを進めないと駄目なんじゃないかという感じを受けていますが、その

辺のお考えを。 

 

今本教育部長 前回の協議のときにスケジュールを示していますけども、私ど

もは今回の決定が何年も掛けて住民の合意を得たものであるということ

で、場所の変更ということになると第一に住民合意がまだ必要だと考え

ていますので、それがどれくらい掛かるかまだ分かりません。当初提案

した青年の家については、今の解体工事、それから土地造成等も出てき

ますし、合併浄化槽の設置等もありますので、その辺の協議を詰めなく

てはいけませんので、なかなか期限をいつまでというのはこちらでは示

すことは難しいなと。ただ、今の現在地でも日程的には現在示していま

すように、数か月遅れると、１か月でも遅れるとタイトな日程ですので、
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非常に厳しい日程にあるという状況です。 

 

白井市長 恐縮ですが、今の埴生の複合施設、あそこよりここのほうが、ある

いはあそこのほうがいいんじゃなかったかという何か御指摘があれば参

考までに聞かせてください。 

 

伊藤實委員長 先ほど申しましたが、青年の家ということについては、全委員

異議はありませんでした。反対はありませんでした。 

 

河野朋子委員 お聞きしたいんですけど、意見交換会の中で場所についていろ

いろ意見が分かれたようですけど、意見交換会の中で青年の家と今の場

所と、それ以外に何か所か候補地が上がったと思うんですけど、どうい

った場所があったのか教えてください。 

 

白井市長 ほかの候補地はありませんでした。 

 

河野朋子委員 議事録を読ませていただいたときに、何か所かあったように記

憶していたので確認の質問ですが、本当になかったんでしょうか。 

 

白井市長 山陽オートの駐車場とかそういう所ですか。山陽オートの駐車場と

埴生駅から１９０号線に向けて拡幅工事、その他少し整備されて民家が

建ち始めていますよね。やがて様子が変わっていくんじゃないかと思う

んですけど。 

 

河野朋子委員 今、議会から出してほしいとか言われたので、ほかに地元から

意見交換会でこの場所はという場所があれば教えてほしいという質問だ

ったんですが、そういった場所がオートの駐車場とほかに何かあったん

ですか。 

 

芳司総合政策部長 青年の家の敷地ですね。それと埴生中の隣接。それと現在

の支所、公民館のある現地建替えという案です。それと山陽オートの駐

車場を活用してはどうかということ。それから今の埴生駅から埴生漁港

に抜ける道ですね。拡幅されていますけど、あの道沿いにするべきじゃ

ないかといった意見もありました。これについては意見交換会を始める

前に約１００の全自治会長、それぞれ全部の地域団体の皆さんにアンケ

ートを行ったところ、大体それくらいの意見が出ていましたし、意見交

換会の中でもそれらの意見は全て出たと記憶しています。 
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河野朋子委員 それで現在の小中連携校を建てて、その横にといったところに

収まった一番の理由は何でしょうか。その場所が一番の候補地になった

理由。 

 

白井市長 ほかと比較してしかないです。きちんとした人口数あるいは世帯数

についての私の認識がなくて、恥ずかしいことですけども、芳司部長の

話ですと５,０００人ぐらいの人口だと言われますから、世帯は恐らくそ

の半分か３分の２ぐらいでしょう。一月もあればアンケートできます。

青年の家周辺で公共施設を再編整備したいと、丸かばつかだけ付けてく

ださいと。 

 

伊藤實委員長 ほかに。よろしいですか。何度も言いますが、今回の埴生地区

の複合施設の再編整備については委員全員がしなければいけないという

ことです。当初は埴生小中学校の校舎の老朽化という部分で耐震補強で

するのか、新しく小中連携校ということでするのかという議論とこの複

合施設がごっちゃになってしまったんですよ。今までの総務委員会の流

れでいくと、まず埴生小学校をどうかしないといけないというところか

ら始まった話です。そのときに小中連携校でＰＴＡから小学校を中学校

のほうに持っていくと通学路の問題、そして半数以上は西側地区です。

要するに埴生駅の道路の自衛隊側のほうに児童も多く住んでいるわけで

す。そうした面から通学路、それと小学校と中学校が一緒になるとグラ

ウンドが狭いんじゃないかという懸念があって、ＰＴＡのほうがＰＴＡ

総会を開いて小中連携校については反対をするということになっていた

わけですよ。そのときに教育委員会は隣接する土地等を購入して広げる

構想はないと明言されたから、より反対論が出てきたわけですが、今回

については隣接地も購入して、グラウンドも広げてそのような保護者の

不安を少しでも払拭しようという姿勢が見えるということは評価できる

と思います。通学路についてもいろいろと地域の方を含めて安全対策等

を今から考慮しながら計画を練るということでそのことも一つは前進で

はないかと委員会のほうでは判断しています。が、今回の埴生地区の複

合施設については委員全員が当初の計画どおり埴生地区についての異論

はありません。どうしてそっちに移転したかということの質疑のやり取

りをしていたわけですが、そこには災害、南海トラフによる津波という

ことがありましたので、そのことや財源の問題等もあったかもしれませ

んが、そういうことを市長の口からということで今日確認の場を設けた

わけです。１点ちょっと市長にお聞きしますが、今回市がハザードマッ
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プを３地区で配布しました。青年の家が今どのような状況の位置になっ

ているか御承知ですか。 

 

白井市長 自宅に来た分は見たんですけれども、他の２地区については見てい

ません。 

 

伊藤實委員長 埴生の青年の家は見られていませんか。 

 

白井市長 見ておりません。 

 

伊藤實委員長 委員はそれぞれ見られていると思いますが、すぐ見てほしいと

思います、どういう状況か。水色に塗られています。ほかにありますか、

質疑。それではここで休憩を挟み、討論、採決に入りたいと思います。

それでは、休憩に入ります。 

 

午後３時５５分休憩 

 

 

午後４時２３分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。それでは議案

第１５号山陽小野田市一般会計予算について討論、採決に入りますが、

ここで河野委員から本議案に対する修正案が提出されていますので、提

出者から説明を求めます。 

 

河野朋子委員 修正案を出しましたので、説明させていただきます。今回の予

算の中で特に問題となった埴生地区の複合施設建設のことに関して、埴

生地区の大切な交流拠点ということで、この建設の必要性は十分理解し

ているところですが、今回の審査の中で様々な議論がありましたように

場所の決定、これについて市民合意をどのように捉えるかということに

ついて疑問が出たということ、それから学校と隣接の敷地に複合施設を

建設することによって、予想される危険性も今後考えられるといった指

摘もあった点、それから遠い将来を見据えた場合に埴生のまちづくりを

どう考えるのかといったところで考えたときに現在提案された場所がど

うなのかという疑問点、そういったことをいろいろと検討した結果、今

回の複合施設の建設用地については今回予算で用地購入が上がっていま

すが、これについては市長からも先ほど少し違和感がないわけではない
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というような発言もあったとおり、用地について今一度考え直す必要が

あるのではないかということで、議会としては、当初の青年の家、ある

いはオートの駐車場などそういったことを視野に現在の場所を考え直し

てほしいというところで、この埴生の複合施設の建設に係る用地購入に

係る費用を削除して、それに係る財源の歳入部分を調整した予算を修正

案として提出させていただきました。 

 

伊藤實委員長 それでは提出者の説明が終わりましたので、本修正案について

質疑、討論、採決を行いますが、まず質疑を行います。御質疑はありま

すか。 

 

中村博行委員 修正案が出されたわけですけども、私としては先ほど市長がお

っしゃいましたように１４回にわたって意見交換会を実施、熱心な方々

の意見、それがやっとの思いで合意に至ったということで、修正するこ

と、その人たちに対する影響が相当大きいと思いますが、その辺はどの

ようにお考えですか。 

 

河野朋子委員 市長が意見交換会で聞かれた市民の意見、これも大変重要だと

思っています。しかし、埴生全体の声なき声がどこにあるのかといった

ことも議会の委員会の中でいろいろと議論があったように、遠い将来を

見据えたときにその１５回の意見交換会も大切な意見ですけれども、本

当に埴生の将来をきちんと考えたときに今回の判断がどうだったのかと

いう疑問がありましたので、修正案を提出させていただくこととなりま

した。 

 

笹木慶之委員 違った観点からお尋ねしますが、先ほど来からるる説明があり

ました。私ももう一度確認の意味で市長に確認をしたわけですが、やは

り市の行政は総合計画に基づいて粛々と進められるべきものと思ってい

ます。それを変更する場合には当然手続が要るわけですが、特にそのベ

ースとなるまちづくりマスタープラン、８０ページに書いてありますけ

れども、埴生の地域のまちづくりの方針ということで、埴生の停車場を

中心として、南北に整備されて国道１９０号とアクセスした西側につい

てはリクリエーション拠点、観光拠点となっています。それから東側の

拠点については埴生インターの手前までが丘陵地の市街地、地域交流拠

点としてまちづくりを進めるようになっています。これを作成するとき

に民意が反映されてできたということ、あわせて代替地がどうだこうだ

という市長の話がありましたけれども、私が聞いたのはほかにないでし
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ょという意味合いでの「あるんでしたら、教えてください」というよう

な言い方だと思いますが、その点はどうお考えでしょうか。 

 

河野朋子委員 都市マスタープランの変更についてどう考えるか、それについ

ては現在青年の家の跡にそういったものを造ろうというまず行政の提案

があった時点できちんと変更すべきだと理解しています。その辺の進め

方に少し手違いがあったんじゃないかなと感じていますので、それは行

政側の進め方の問題であって、それから市長が「もしいい場所があった

ら提案してください」と言われたことはその言葉どおりに受け止めてい

ます。それ以上のものでもないと思います。 

 

笹木慶之委員 現行のマスタープランに基づいて、これは埴生だけの問題じゃ

なしに全体がそう動いているわけですが、マスタープランを修正してど

うこうとなりますと、また原点に返ってしっかり民意を反映させたもの

にしなくてはなりませんが、随分時間が掛かると思いますが、その点い

かがでしょうか。 

 

河野朋子委員 それは２４年度の時点で、きちんと当初計画を出した時点です

べきことで、当然だと思っています。 

 

小野泰副委員長 この件については埴生地区の活動の基点であり、埴生の皆さ

ん方が安全で安心して活動できる拠点だと思います。そういう中で、意

見交換会に延べ数百名の方が来られて、一定の結論を出されたというこ

とで、その来られた方たちの気持ちを思いますと、これは忍びないとこ

ろもありますが、その辺の気持ちはどう思われますか。 

 

河野朋子委員 こういったことを感情的なところで捉えるというよりは、やは

り冷静に客観的に判断した結果です。 

 

伊藤實委員長 ほかに質疑。よろしいですか。それでは質疑を終了します。そ

れでは討論を行いますが、討論はありますか。 

 

下瀬俊夫委員 今日、江藤先生の議会改革に対する地方議会の姿勢についてか

なり詳しくお聞きしました。議会の権限とは何か、市民の多様な意見を

議会自身も多様な議論が必要なんだと、一定の結論を出す上では議会自

身がやはり市民の意向調査も含めて、きちんとやるべきだと、議会には

そういう権限があるんだと、こういう講義がありました。私もそのとお
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りだと思っています。先進的な議会では議案が提案されたら、パブコメ

に掛けて市民の意見を聴くというところもありますが、山陽小野田市議

会がそれを初めてやったのは例の厚狭の消防署のときですね、やったわ

けですね。そういう点ではやっぱり市議会のやったことが理にかなって

いたという面があったわけですね、結果的に。そういう点で言えば、や

はりこういう一定の疑問のある議案に対しては、こういう修正をして議

会自身が今後どう対応するか、きちんと私は対応したほうがいいと考え

ていますので、この修正案には賛成します。 

 

矢田松夫委員 私は今回の提案については、やっぱり埴生地区の将来のまちづ

くりをどうしていくのかということで、ただ単に９００メートル移動す

るから遠いからその場所が駄目だと、青年の家が駄目だという意見じゃ

なくてやっぱり将来のまちづくりを今の敷地であればあれもこれも、支

所、公民館です。あれもこれもで現在の敷地は止まってしまうんではな

いかと、狭い敷地ではですね。もし広大な土地があれば、あれもこれも

それも、そして更には遊びもある、憩いもある、花の海もあるというそ

ういった夢が広がるんですが、現行の提案されている敷地ではそういっ

た夢すら、あるいはまちづくりの将来さえも語ることができないという

ことで、私は修正案については賛成します。 

 

中村博行委員 基本的には合意は取れているという感覚です。そして、その合

意が取れたと判断されている中で、これを修正しますと、そういった人

たちの立場から考えますと、議会不信というものがもっとひどくなると

いう思いがします。先ほど学校と複合施設が一緒の場合の負の部分が河

野委員から出ましたけども、今コミュニティスクールと言われています

ように、地域と学校が密接な関係にあるべきだという観点からすれば、

これはむしろ隣接しているほうが機能を発揮できるという意味でいいと

考えますし、もちろんこれがベストとは思いませんけども、非常に厳し

い期限もあります。それを含めますとベストと言えないまでもベターと

いう考え方から修正案については反対という討論をします。 

 

笹木慶之委員 私から反対の立場で討論させていただきます。先ほど来から言

っていますが、まず１点は市の計画を進める中での総合計画マスタープ

ランとの整合性の問題であります。いろいろ試行錯誤されたようですが、

結果的にはこの総合計画の社会教育の充実あるいは学校との連携の部分

にも該当するところでもありますし、計画どおりに進んでいますし、埴

生停車場を中心としたまちづくりが進んでいくものと思われます。それ
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から２点目は地元関係者との合意形成で、いろいろあったようですが、

１４回にわたって合意形成がされたということは、それはそれなりに評

価せざるを得ないだろうと思います。それから３点目の防災上の配慮の

問題ですが、これはいろんな見方がありますけれども、青年の家のとこ

ろと現在計画されているところの位置を比較しますと、やはり今のほう

がよりベターではないか、その点だけで見ればそういう感じも感覚で捉

えざるを得ません。それから４点目は効果的な財政計画、財政運営、こ

れはタイミングを失いますと適切な財源が確保できない。このことは市

民全体の負担に関わるという問題も持っていますので、これは非常に大

きなウエイトであろうと思います。なお５点目については、今の埴生地

区の青年の家近くについてはレクリエーションの拠点と観光の拠点とい

う位置付けをされていますので、それをしっかり今後取り組んでもらい

たい。それを含めて、そういう計画の中で今回については反対させてい

ただきたいと思います。 

 

伊藤實委員長 ほかに。よろしいですか。それでは討論を終わります。それで

はこれより本修正案について採決します。本修正案に賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊藤實委員長 賛成多数で修正案は可決されました。それでは、今議決されま

した修正案についてその条項、字句、数字その他の整理を要するものに

ついては、その整理を委員長に一任していただきたいと思います。御異

議ありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）異議がありませんので、条項、

字句、数字その他の整理は委員長に委任することを決定しました。次に

ただいま修正議決した部分を除く原案について討論、採決を行います。

まず討論を行いますが、討論はありますか。 

 

下瀬俊夫委員 今回の予算は議会の提言を受けて、子ども医療その他、積極的

にこれまでにない改善措置が見られるという点では評価をしたいと思い

ます。ただ幾つか指摘をせざるを得ない、正式には本会議でやりますが、

一つは臨時職に対する差別です。特に学校司書の中に新しく任期付職員

を入れて、差別化を図ろうとしている。これは完全な差別だと思ってい

ます。２点目は特に商工振興、産業振興に関わる問題で地域通貨という

ことで大変小さい予算が組まれました。３０万円程度では絶対に地域通

貨になりません。そういう点では根本的に考え方が間違っていると思い
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ます。それから交通の総合計画の問題も、やはりこれまでの連携計画を

どう発展させるのかという視点が基本的になかったと考えています。幾

つかまだあるわけですが、基本的にこういうことを指摘した上で今回の

原案については反対をしたいと思います。 

 

伊藤實委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。

それでは討論を終わります。これより採決します。修正議決した部分を

除く原案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊藤實委員長 賛成多数にて修正議決した部分を除く部分は原案のとおり可決

されました。後ほど附帯決議について議論をしますので、委員は残って

ください。執行部の皆さんお疲れ様でした。 

 

 

午後４時４０分休憩 

 

 

午後５時２分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。議案第１５号

平成２８年度山陽小野田市一般会計予算に対する附帯決議案が副委員長

から提案がありましたので、提案理由をお願いします。 

 

小野泰副委員長 それでは朗読をもって説明とします。議案第１５号平成２８

年度山陽小野田市一般会計予算に対する附帯決議。本市議会は、議案第

１５号平成２８年度山陽小野田市一般会計予算に対し、下記のとおり決

議する。記。１地域通貨導入制度、予算額も少額で実効性に乏しいと言

わざるを得ない。商業振興や消費喚起を促す上にも流通量の拡大を図る

こと。２公共交通のあり方、公共交通体系の早期の確立について、これ

まで何度も附帯決議として求めてきたが、スピード感に欠け、進展が見

られない。早急に今後の公共交通のあり方について抜本的に改革を図る

こと。３地方創生の取組、地方創生には都市間競争に打ち勝つことが求

められるが、本市の政策は独自性、積極性に欠けている感は否めない。

もっと情報発信など攻めの行政を行うこと。以上です。 
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伊藤實委員長 それでは副委員長から附帯決議案の提案理由が述べられました

が、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑なしと認めます。

それでは討論はありますか（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。

それでは採決に入ります。議案第１５号平成２８年度山陽小野田市一般

会計予算に対する附帯決議について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊藤實委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。以上で一般会計予算

決算常任委員会を閉会します。どうもお疲れ様でした。 

 

 

午後５時４分散会 

 

平成２８年３月２２日 

 

一般会計予算決算常任委員会委員長 伊 藤  實 


